
 

４ その他 私立の小中学校等との手続きについて 

（１）私立の小中学校から特別支援学校へ 

①住所が変わらない場合 

基本的に私立の小中学校に通っている状態は、住所の存する市町村の設置する小中学校に通っ

ていないことから、学校教育法施行令第 9条の区域外就学ということになります。 

ｐ24 を参考に、市町村教育委員会の手続きに沿って、区域外終了の手続き（学校教育法施行令

第 10 条）後に、市町村教育委員会が学校教育法施行令第 6 条か第 11 条の 3.2 かを検討し、その

後の手続きになります。 

②住所が変わる場合 

住所が変わる場合は、転居した市町村教育委員会の判断となりますので、ｐ6を参考に手続きを

行います。 

 

（２）県立特別支援学校から私立の小中学校へ 

  ＊ 私立の小中学校の入学については、私立の小中学校の入学条件がありますので保護者にその意

向がある場合は、進学先の情報を得て、私立の小中学校と相談することが必要です。 

    基本的に学齢簿が市町村教育委員会で作成されていることから、転学が考えられる場合は、市

町村教育委員会の区域外就学等の手続きが考えられます。 

    様々なケースが考えられることから、市町村教育委員会、県教育委員会と連携を取りながら慎

重に進めていく必要があります。 

 

（３）県立中学校から特別支援学校へ 

学校教育法施行令には、市町村教育委員会が中等教育学校の学齢生徒の就学に関する手続きを

していることから、基本的なｐ4～ｐ9の手続きが参考になります。 
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